






	
	

	
	ページの先頭です。
	メニューを飛ばして本文へ

	
	
		

当サイトはJavaScriptを使用したコンテンツや機能を提供しています。ご利用の際はJavaScriptを有効にしてください。


このページの本文へ
メニュー



	
		
			[image: 岐阜県公式ホームページ]

		

		
			
				
					元に戻す＜外部リンク＞ふりがな表示＜外部リンク＞
				
	やさしいにほんご
	
					音声読み上げ

				
	Foreign language
	
					文字サイズ・色変更
					
							文字サイズ
	標準
	大


							背景色
	白
	黒
	青


						閉じる
					

				


			
				分類から
さがす
	目的から
さがす
	組織から
さがす
	
					検索して
さがす
					
						
						
							
							
								Googleカスタム検索
							

							
							
						

						
						
						
							
								
									記事IDを入力
									
									

								

							

						

						
						閉じる
					

				


		

	




		

	
			
				くらし・防災
・環境
				
						税金
	食
	防災
	消費生活
県民生活
	環境
	消防・保安
	住宅
	ごみ
リサイクル
	NPO
地域振興
	パスポート
	動物・ペット
生活衛生
	市町村情報


				

			
	
				子ども・女性
・医療・福祉
				
						子ども・女性
医療・福祉
	医療
	健康
	高齢者
	障がい者
	地域福祉
その他


				

			
	
				産業・農林水産
・労働・観光
				
						労働・雇用
	商工業
	農業
	森林・林業
木材産業
	畜産業
	水産業
	観光
	国際関係


				

			
	
				社会基盤
・まちづくり
				
						県土
都市整備
	道路
	河川・砂防
	交通
	上下水道
水資源
	開発・地価
建築
	情報化（IT）


				

			
	
				教育・文化
・スポーツ・青少年
				
						県内学校
	学校教育
	文化・芸術
	スポーツ
	生涯学習
青少年


				

			
	
				県政情報
				
						県の概要
	知事
	広報・広聴
	財政・予算
決算
	情報公開
個人情報・公報
	入札・公売
	職員・採用情報
	行政管理
	監査
	計画・改革
	選挙
	統計
	各種委員会
	表彰等


				

			


	




	

	

	
	
		
		
			トップページ
			 > 
			岐阜県 新型コロナウイルス感染症に関する情報
			 > 
			お知らせ > 県民の皆さまへ > 
			新型コロナウイルス感染症を疑う症状がある場合の外来診療について
		

		
		
	

	

	
	
	
		
			
			岐阜県 新型コロナウイルス感染症に関する情報
		
	



	

	
	

	

	
	岐阜県 新型コロナウイルス感染症に関する情報メニュー

	

	

		
		
			
				

				本文


				
					新型コロナウイルス感染症を疑う症状がある場合の外来診療について

				



				
					
					
					
					
						記事ID：0025920
						2024年4月1日更新
						感染症対策推進課
						印刷ページ表示
						大きな文字で印刷ページ表示
					

				


				
				

					
					直近の更新情報


　


 


県民の方へ


新型コロナウイルス感染症を疑う症状（のどの痛み、発熱等）がある場合


	重症化リスクの高い方（高齢者、基礎疾患を有する方、妊婦等（以下同じ））以外で症状が軽い場合は、国が承認した検査キットを用いて検査を行い、陽性だった場合は自宅で療養を開始しましょう。陰性だった場合は、症状がある場合のマスク着用や手洗い等の基本的な感染症対策を継続しましょう。
	外来対応医療機関の指定、公表の仕組みは令和6年3月末をもって終了し、令和6年4月以降は広く一般的な医療機関において新型コロナの診療に対応することとなりました。
	重症化リスクの高い方や、症状が重いなど医療機関の受診を希望される方は、事前に連絡したうえでマスクを着用して受診しましょう。
	どの医療機関を受診したらいいかわからない場合や受診にあたり不安がある場合は、県庁内に設置する、総合健康相談窓口又は各保健所相談窓口へご連絡ください。
	発熱時の体調不良に備えて、新型コロナウイルス抗原定性検査キット（体外診断用医薬品）、解熱鎮痛剤を準備しておきましょう。
	詳しくは「新型コロナウイルス感染症への対応について」の「体調に異変を感じたら（国民の皆様への周知）」 [PDFファイル／2.44MB]をご覧ください。



医療費の公費支援について


新型コロナウイルス治療薬の費用（薬剤費）の公費支援は令和6年3月末をもって終了しました。


なお、令和6年4月以降の新型コロナウイルス治療薬の費用（薬剤費）については他の疾病と同様に医療保険の自己負担割合に応じて負担することとなりますが、医療保険における高額療養費制度が適用されることにより、所得に応じて一定額以上の自己負担が生じない取扱いとなります。


新型コロナウイルス感染症にかかる健康相談窓口


・体調が悪化した場合や症状についての相談はまずは診断を受けた医療機関又はかかりつけ医へお願いいたします。


・そのほか新型コロナウイルス感染症についての相談や受診にあたり不安がある場合は下記の窓口へご相談ください。




○ 8時30分から17時00分（土日祝含む）


	 	対応区域	電話番号
	[bookmark: sougou]総合健康相談窓口	県内全域	058-272-8860



○ 平日9時00分から17時00分


[bookmark: hoken]保健所相談窓口


 	所管区域	保健所名	電話番号
	羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、羽島郡、本巣郡	岐阜保健所	058-380-3004
	大垣市、海津市、養老郡、不破郡、安八郡、揖斐郡	西濃保健所	0584-73-1111（内線276）
	関市、美濃市、郡上市	関保健所	0575-33-4011（内線379）
	美濃加茂市、可児市、加茂郡、可児郡	可茂保健所	0574-25-3111（内線365、358）
	多治見市、瑞浪市、土岐市	東濃保健所	0572-23-1111（内線365）
	中津川市、恵那市	恵那保健所	0573-26-1111（内線259）
	高山市、飛騨市、下呂市、大野郡	飛騨保健所	0577-33-1111（内線309、328）
	岐阜市	岐阜市保健所	058-252-0393



 


医療機関の方へ


 


外来対応医療機関について


外来対応医療機関の指定、公表の仕組みは令和6年3月末をもって終了し、令和6年4月以降は広く一般的な医療機関において新型コロナの診療に対応することとなりました。そのため、発熱等の症状を有する患者を受け入れるための適切な準備をお願いいたします。


それでもなお診療が困難な場合には、少なくとも診療可能な医療機関への受診の勧奨をお願いいたします。


院内感染対策について


・令和5年5月8日以降は、関係学会等の感染対策ガイドラインに沿いつつ安全性だけでなく、効率性も考慮した対応に見直されました。


・院内感染対策についてはこちら


経口抗ウイルス薬を提供可能な薬局について


経口抗ウイルス薬の在庫状況等については各薬局にお問い合わせください。
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	このページの内容に関するお問い合わせ先


	
		感染症対策推進課（医療機関支援係）

		
		県庁15階
		電話番号：058-272-1111（内線3344から3346）
		FAX：058-278-3550
		メールでのお問い合わせはこちら
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				〒500-8570岐阜市薮田南2丁目1番1号

				電話番号　058-272-1111（代表）

				（法人番号4000020210005）

			

		

		
				開庁時間
	午前8時30分から午後5時15分まで
（土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始（12月29日から1月3日）を除く）

※一部、開庁時間の異なる機関、施設があります。
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